
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

令和６年９月３０日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字は修正部分 

通し

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.3 

 

第２章 

第２節 

第１ 受入れ分野 

【関係規定】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定め

る省令 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業

上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第１号

に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経

験を必要とする技能及び同項の下欄第２号に規定す

る法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっ

とりそれぞれ当該分野（同項の下欄第２号に規定する

法務省令で定める熟練した技能にあっては、第２号か

ら第１２号までに掲げるものに限る。）に係る分野別

運用方針及び運用要領（当該分野を所管する関係行政

機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同

して定める運用要領をいう。）で定める水準を満たす

技能とする。 

一 介護分野 

二 ビルクリーニング分野 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省

令 

 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上

の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第１号に規

定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必

要とする技能及び同項の下欄第２号に規定する法務省

令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれ

ぞれ当該分野（同項の下欄第２号に規定する法務省令

で定める熟練した技能にあっては、第２号から８号ま

で及び第１１号から第１４号までに掲げるものに限

る。）に係る分野別運用方針及び運用要領（当該分野を

所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚

生労働省が共同して定める運用要領をいう。）で定める

水準を満たす技能とする。 

一 介護分野 

二 ビルクリーニング分野 



三 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野  

四 建設分野 

五 造船・舶用工業分野 

六 自動車整備分野 

七 航空分野 

八 宿泊分野 

九 農業分野 

十 漁業分野 

十一 飲食料品製造業分野 

十二 外食業分野 

三 工業製品製造業分野 

四 建設分野 

五 造船・舶用工業分野 

六 自動車整備分野 

七 航空分野 

八 宿泊分野 

九 自動車運送業分野 

十 鉄道分野 

十一 農業分野 

十二 漁業分野 

十三 飲食料品製造業分野 

十四 外食業分野 

十五 林業分野 

十六 木材産業分野 

2 P.4 第２章 

第２節 

第１ 受入れ分野 

○２つ目 

〇 特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法別表

第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第

６号）（以下「分野省令」という。）において、次の

ものが定められています。なお、特定技能２号での

受入れ対象は、「介護分野」を除く「ビルクリーニ

ング分野」から「外食業分野」までの１１分野に限

られています。 

 

１ 介護分野 

２ ビルクリーニング分野 

３ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 

４ 建設分野 

５ 造船・舶用工業分野 

６ 自動車整備分野 

〇 特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法別表

第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産業

上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６

号）（以下「分野省令」という。）において、次のもの

が定められています。なお、特定技能２号での受入れ

対象は、「（２号受入れ対象）」 と記載した１１分野に

限られています。 

 

 

１ 介護分野 

２ ビルクリーニング分野（２号受入れ対象） 

３ 工業製品製造業分野（２号受入れ対象） 

４ 建設分野（２号受入れ対象） 

５ 造船・舶用工業分野（２号受入れ対象） 

６ 自動車整備分野（２号受入れ対象） 



７ 航空分野 

８ 宿泊分野 

９ 農業分野 

１０ 漁業分野 

１１ 飲食料品製造業分野 

１２ 外食業分野 

７ 航空分野（２号受入れ対象） 

８ 宿泊分野（２号受入れ対象） 

９ 自動車運送業分野 

１０ 鉄道分野 

１１ 農業分野（２号受入れ対象） 

１２ 漁業分野（２号受入れ対象） 

１３ 飲食料品製造業分野（２号受入れ対象） 

１４ 外食業分野（２号受入れ対象） 

１５ 林業分野 

１６ 木材産業分野 

3 P.12 第３章 

第２節 「特定技能

２号」 

【留意事項】 

○３つ目 

○ 「特定技能２号」での受入れができる分野は、

分野省令において、「介護分野」を除く１１分野と

なっています（令和５年８月３１日時点）。 

○  「特定技能２号」での受入れができる分野は、

分野省令において、「介護分野」、「自動車運送業分

野」、「鉄道分野」、「林業分野」及び「木材産業分

野」を除く１１分野となっています（令和６年９月

３０日時点）。 

4 P.65 第５章 

第２節 

第１ 

（６）出入国又は労

働関係法令に関する

不正行為を行ったこ

とに関するもの 

【留意事項】 

⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等とし

て外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為 

申請者とは別の機関が不正行為を行った当時、

当該機関の経営者、役員又は管理者として外国人

の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事

していた行為をいいます。例えば、申請者の役員

が、技能実習制度の監理団体や実習実施者（旧技

能実習制度における実習実施機関を含む。）が不正

行為を行ったことを理由として受入れ停止となっ

た場合に当該不正行為時の役員に就いていた場合

はこれに該当します。 

⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として

外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為  

行為者の機関とは別の機関が不正行為を行った当

時、当該機関の経営者、役員又は管理者として外国

人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事

していた行為をいいます。例えば、行為者の機関の

役員が、別の機関である技能実習制度の監理団体や

実習実施者（旧技能実習制度における実習実施機関

を含む。）が不正行為を行ったことを理由として受

入れ停止となった場合に当該不正行為時の役員に就

いていた場合はこれに該当します。 

5 P.96 第７節 

第１節 

第１ 

②運用要領別冊（分野別）において就業場所（事業

所）について確認対象の書類が定められている場合

の届出に当たっては当該書類の提出が必要（対象分

②運用要領別冊（分野別）において就業場所（事業

所）について確認対象の書類が定められている場合

の届出に当たっては当該書類の提出が必要（対象分



別表（特定技能雇用

契約の変更関係） 

Ⅱ 就業の場所 

【確認対象の書類】 

野は、介護、素形材・産業機械・電気電子情報関連

製造業、 ビルクリーニング、宿泊、外食業）。 

野は、介護、工業製品製造業、 ビルクリーニング、

宿泊、外食業）。 

6 P.130 第９章 

第１節 

第１  

（３）出入国又は労

働関係法令に関し不

正行為を行ったこと

による拒否事由 

【留意事項】 

表（出入国又は労働

関係法令に関する主

な不正行為）ホ 

外国人に係る出入国又は労働に関する不正又は著し

く不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、その事

業活動に関し外国人に不正に入管法第３章第１節若

しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸許可

の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸

の許可若しくは入管法第４章第１節若しくは第２節

若しくは第５章第３節の規定による許可を受けさせ

る目的又は法第１９条の２３の規定による登録支援

機関の登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽

造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚

偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関し不正

又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、

その事業活動に関し外国人に不正に入管法第３章第１

節若しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸許

可の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸

の許可若しくは入管法第４章第１節若しくは第２節若

しくは第５章第３節の規定による許可を受けさせる目

的又は法第１９条の２３の規定による登録支援機関の

登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しく

は変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若

しくは図画を行使し、又は提供する行為 

7 P.131 第９章 

第１節 

第１  

（３）出入国又は労

働関係法令に関し不

正行為を行ったこと

による拒否事由 

【留意事項】 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

外国人についての出入国又は労働に関する不正

若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は事

業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格認定

証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を

受けさせる目的又は登録支援機関の登録（更新を

含む。）を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は

提供をしたことがある場合です。 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

外国人についての出入国又は労働に関する法令に

関し不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的

又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格

認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等

を受けさせる目的又は登録支援機関の登録（更新を

含む。）を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提

供をしたことがある場合です。 

8 P.131 第９章 

第１節 

第１  

（３）出入国又は労

働関係法令に関し不

正行為を行ったこと

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

外国人やその家族から、保証金を徴収するなどし

てその財産を管理していた場合や労働契約の不履

行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の

財産の移転を予定する契約を締結した場合です。例

えば、外国人の失踪を防止するために、外国人やそ

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

外国人やその家族から、保証金を徴収するなどし

てその財産を管理していた場合や労働契約の不履行

に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産

の移転を予定する契約を締結した場合です。例えば、

外国人の失踪を防止するために、外国人やその家族



による拒否事由 

【留意事項】 

の家族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違

約金を定めていた場合です。また、地方出入国在留

管理局、労働基準監督署等に対して、「出入国又は

労働に関する不正若しくは著しく不当な行為」を通

報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業

務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じ

て、その違約金を定める行為や外国人やその家族等

から商品又はサービスの対価として不当に高額な

金銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金

銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当しま

す。 

また、特定技能所属機関との支援委託契約を締

結するに際し、これをあっせんする第三者がいる

場合において、当該第三者が保証金の徴収等を行

っている者であることを知りながら、当該第三者

からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託

契約を締結する行為も該当します。 

等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を

定めていた場合です。また、地方出入国在留管理局、

労働基準監督署等に対して、「出入国又は労働に関す

る法令に関し不正若しくは著しく不当な行為」を通

報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業

務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じ

て、その違約金を定める行為や外国人やその家族等

から商品又はサービスの対価として不当に高額な金

銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭そ

の他の財産の移転を予定する契約」に該当します。 

また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結

するに際し、これをあっせんする第三者がいる場合

において、当該第三者が保証金の徴収等を行ってい

る者であることを知りながら、当該第三者からの紹

介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結

する行為も該当します。 

9 別紙４  （略）介護分野、ビルクリーニング分野 

 

 

（略）介護分野、ビルクリーニング分野 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）建設分野～宿泊分野 

 

 

 

 

 

 

（略）建設分野～宿泊分野 



（新設）鉄道分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）農業分野～外食業分野 

（新設）林業及び木材産業分野 

 

 

 

 



10 参考様式第

1－6 号 

Ⅱ.就業の場所 

Ⅲ.従事すべき業務

の内容 

 

 

 



11 参考様式第

1－6 号 別

紙２ 

Ⅱ.就業の場所 

Ⅲ.従事すべき業務

の内容 

 

  



12 参考様式第

3－1－1 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

 

 

 

13 参考様式第

3－1－2 号 

Ａ 契約の終了 

 

 

 

 

 



14 参考様式第

3－1－2 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

 

 

  

15 参考様式第

3－2 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

  



16 参考様式第

3－3－1 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

 

 
 

17 参考様式第

3－3－2 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

  



 

18 参考様式第

3－4 号 

（記載要領） 

【全般事項】 

１ 

 

 

  

19 参考様式第

3－5 号 

（記載要領） 

１ 

 

 

  


